
 
 

第３章 諸外国における少子化施策の効果に関する論文のサーベイ 
 
§1 実施方法 
➀レビュー文献の収集 

まず、「政策（policy）が出生率に与える影響を実証的に分析している文献」ということで、policy, fertility, 
review 等のキーワードを用いて論文検索サイト“Google scholar”を検索し、レビュー文献を確認した。さら
に、レビュー文献の中で「レビュー文献」とされている文献についても内容確認を行った（次頁参照）。その
結果、政策効果を中心に具体的な論文を幅広く紹介する以下の 5文献を本サーベイの指針とした。 
・Gauthier(2007) “The impact of family policies on fertility in industrialized countries: a review of the literature” 

・Thévenon and Gauthier(2011) “Family policies in developed countries: A fertility booster with side-effects” 

・Luci-Greulich and Thévenon(2013) “The impact of family policies on fertility trends in developed countries” 

2000年代を通じて家族政策のReviewといえばGauthier1。ThévenonはOECDの家族政策関連レポート
を多数執筆している。これら 3文献では不妊治療は対象となっていない。 

・Sobotka, Matysiak, and Brzozowska(2019) “Policy responses to low fertility” 

国連人口基金（UNFEP）発行。不妊治療を含む家族政策に関連する論文を幅広く紹介している。 
・Bergsvik, Fauske, and Hart(2020) “Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments” 

ノルウェー統計局発行。システマティック・レビューを実施。差分の差分分析(DID)や回帰不連続デザイ
ン(RDD)など統計的因果推論に基づいた論文を対象とする。不妊治療を対象としている。 

 
②レビュー文献や少子化施策に関連する主な日本語文献（次頁参照）で引用されている論文を抽出 

経済的支援、育児休業、保育政策、不妊治療・生殖補助医療（ART）の４カテゴリに分類し、“Google scholar”
などから概要や本文を入手するとともに、引用数や引用元論文等を確認した（主要論文が抜けていないか、
更新されていないか、など）。 

 
③論文の概要やイントロダクションから、各カテゴリの論文を以下の観点で絞り込み 
・政策効果をデータにより実証的に評価している（出生率変動の要因分析、政策効果の理論分析は対象外）。 
・「出生率に与える影響」を直接の分析対象に含む（女性就業率のみを被説明変数とするものは対象外）。 
・一定程度政策的にコントロール可能な変数に注目している（ジェンダー、規範意識等は対象外）。 
・少子化施策を考えるうえで有用である（失業対策、中絶禁止、極端な出生促進策は対象外）。 

 
④論文の読み込み（方法、結果）、翻訳作業と内容の整理 

対象論文の中で先行研究として言及されている論文や、有識者から示唆された論文について、上記②、③
の観点を踏まえ、適宜リストに追加した。 

  

                                                      
1 近年の論文で先行研究を参照するレビュー文献としてあげられるのはまず、Gauthier(2007)である。それ以前はSleebos(2003)。いず
れも先行研究を別表にまとめている。 
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サーベイ対象論文抽出にあたって参照した文献一覧 
 
Balbo, N., Billari, F. C., & Mills, M. (2013). Fertility in Advanced Societies: A Review of Research. European 

Journal of Population, 29, 1-38. 
Basten, Stuart, Tomáš Sobotka & Kryštof Zeman. (2014). Future fertility in low fertility countries. Vienna Institute 

of Demography Working Papers, No. 5. 
Bergsvik, J., Fauske, A., & Hart, R.K. (2020). Effects of policy on fertility: A systematic review of 

(quasi)experiments. Statistics Norway, Research Department, Discussion Papers No. 922. 
Gauthier, A. H. (2007). The impact of family policies on fertility in industrialized countries: a review of the 

literature. Population Research and Policy Review, 26(3), 323-346. doi:10.1007/s11113-007-9033-x 
Gauthier, A. H. (2013). Family Policy and Fertility: Do Policies Make a Difference? In Fertility Rates and 

Population Decline (pp. 269-287). London: Palgrave Macmillan. 
Luci-Greulich, A., & Thévenon, O. (2013). The impact of family policies on fertility trends in developed countries. 

European Journal of Population, 29(4), 387-416. 
Mills, Melinda, Ronald R. Rindfuss, Peter McDonald, & Egbert te Velde, on behalf of the ESHRE Reproduction 

and Society Task Force. (2011). Why do people postpone parenthood? Reasons and social policy 
incentives. Human Reproduction Update, Vol.17, No.6, 848–860. 

Neyer, G., & Andersson, G. (2008). Consequences of family policies on childbearing Behavior: Effects or artifacts? 
Population and Development Review, 34(4), 699-724. 

Olivetti, Claudia, & Barbara Petrongolo. (2017). The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from 
a Century of Legislation in High-Income Countries. Journal of Economic Perspectives, 31 (1), 205-230. 

Sleebos, J. (2003). Low Fertility Rates in OECD Countries: Facts and Policy Responses. OECD Labour Market 
and Social Policy Occasional Papers No. 15. 

Sobotka, T., Matysiak, A., & Brzozowska, Z. (2019). Policy responses to low fertility: How effective are they? 
Working Paper No. 1. New York: UNFPA, Population & Development Branch. Technical Division 
Working Paper Series. 

Thévenon, O. (2011). Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis. Population and 
Development Review, 37(1), 57-87. 

Thévenon, O., & Gauthier, A. H. (2011). Family policies in developed countries: A fertility booster with side-
effects. Community Work and Family, 14(2), 197-216. 

Wilkins, E. (2019). Low fertility: A review of the determinants. Working Paper UNFPA No. 2. 
安藏伸治・鎌田健司 (2015) 「第 2 次安倍内閣の少子化対策」 髙橋重郷・大淵寛編著『人口減少と少子化対

策』（人口学ライブラリー16） (pp.233-264) 原書房 
岩澤美帆 (2019) 「低出生力と政策：政策効果に関する論点」 国立社会保障・人口問題研究所 Working Paper 

Series (J) No.21 
柴田悠 (2016) 『子育て支援が日本を救う：政策効果の統計分析』 勁草書房 
柴田悠 (2017) 『子育て支援と経済成長』(朝日新書) 朝日新聞出版 
高橋重郷 (2015) 「日本と欧州の低出生率と家族・労働政策」 髙橋重郷・大淵寛編著『人口減少と少子化対策』
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（人口学ライブラリー16） (pp.1-26) 原書房 
寺澤さやか (2019) 「不妊治療および生殖補助医療とリプロダクティブ・ヘルス／ライツ：アメリカの研究動

向からの示唆」 『東京大学大学院教育学研究科紀要』第 58巻, 351-359 
中室牧子・津川友介 (2017) 『「原因と結果」の経済学：データから真実を見抜く思考法』 ダイヤモンド社 
林玲子 (2019) 「生殖補助医療と出生率」 『保健の科学』第 61巻, 613-617 
増田幹人 (2015) 「マクロ計量モデルによる家族・労働政策の出生率への影響」 高橋重郷・大淵寛 編著 『人

口減少と少子化対策』（人口学ライブラリー16）(pp.127-151) 原書房 
松田茂樹 (2021) 『［続］少子化論』 学文社 
守泉理恵 (2015) 「日本における少子化対策の展開」 高橋重郷・大淵寛 編著 『人口減少と少子化対策』 (人

口学ライブラリー16) (pp.27-48) 原書房 
守泉理恵 (2020) 「出生分野の研究動向と展望」 『人口学研究』第 56号, 60-70 
山口一男 (2009) 『ワークライフバランス：実証と政策提言』 日本経済新聞出版 
山口一男 (2017) 『働き方の男女不平等：理論と実証分析』 日本経済新聞出版 
山口慎太郎 (2019) 『「家族の幸せ」の経済学：データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実』(光文社新

書) 光文社 
山口慎太郎 (2021) 『子育て支援の経済学』 日本評論社 
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§2 経済的支援（financial transfer, financial incentive） 
 
1 クロスナショナル分析 
2 国別分析（regular：定期的給付に関するもの） 

マクロデータ分析 
マイクロデータ分析 
フランス 
ドイツ 
ノルウェー（トロムス県北部自治体） 
スペイン 
英国 
イスラエル 

3 国別分析（bonus：一時的給付に関するもの） 
カナダ（ケベック州） 
オーストラリア 
イタリア（フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州） 
スペイン 

4 まとめ 
参考文献 
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§2 経済的支援（financial transfer, financial incentive） 
 

経済的支援は、子供を扶養する世帯の貧困リスクを減らし、育児費用の一部を相殺し、家計を改善すること
によって、子供により良い生活環境を整えるために行われる。子供を持つことの直接費用を軽減することから、
親の希望する出産を実現するための家族政策としても認識されている。 

経済的支援には、児童手当や家族手当（family allowance）などの直接給付だけでなく、所得控除（tax exemption）、
税額控除(tax credit)などの間接給付がある。児童手当や税の控除は定期的に支給され(regular)、ベビーボーナ
スは一時的に支給される(bonus)。受給資格が普遍的(universal)なものと、子供数や年齢、世帯収入や家族形態
など条件付き(conditional)のものがある。税額控除や家族手当は、通常、低所得世帯を対象としており、所得制
限(means-tested)がある。課税ベースを下げる所得控除は、元の課税率が高いほど給付が大きくなり、平均以上
の所得がある被雇用者の親にとってより有利である。 
 
1 クロスナショナル分析 

経済的支援が出生力(fertility1)に与える影響の分析では、被説明変数として、期間合計特殊出生率(total period 
fertility rate, TFR)や、女性人口当たりの出生率(birth rate)など、さまざまな出生力指標が使われているが、完
結出生率(completed fertility rate, CFR)への影響を実証したものは少ない。クロスナショナル分析では、経済的
支援は出生力におおむね正の効果を示すと結論づけている。しかし、その効果は小さい傾向にある（表１ほか）。 

 
1970 年代のフランスでは、現金給付2の手厚さが出生率に影響していた。Ekert (1986)は、1971－1983 年の

欧州 8 か国3のクロスセクションデータを用いて、経済的支援が出生力に与える影響を分析した。その結果、政
府が負担する子供の直接費用の割合が、フランスと同程度の場合、女性１人当たり の平均子供数は、約 0.2 人
増加する4、つまり、出生率(TFR)が 10％上昇すると推定した。また、子供の直接費用を全額政府が負担すると、
女性１人当たり の平均子供数は、約 0.5 人増加すると結論づけている。 
 

Blanchet and Ekert-Jaffe (1994)は、1970－1983 年の欧州 11 か国のクロスセクションデータを用いて、家族
手当が出生力に与える影響を静的モデルにより分析した。その結果、フランスと同水準の家族手当を受けた場
合、（英国との比較で）女性１人当たり の出生率(TFR)は 0.2－0.3 人程度上昇すると推定した。 
 
                                                      
1 “fertility”は、出生力のほか、出生率や出生数、出産する力（妊孕性）など幅広い意味で使用されている。 
2 家族手当、低所得の大家族に対する追加給付、住宅手当。 
3 デンマーク、フランス、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、英国、イタリア、旧西ドイツ。 
4 1940－99 年の間、フランスの出生率(TFR)はベルギーの出生率(TFR)を女性１人当たり平均 0.2 人上回っていた(Gauthier 2007)。 

表1  出典：Gauthier (2007)  p.10-11 Table 1から抜粋 

ESRI Research Note No.66
少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ 

―結婚支援や不妊治療など社会動向の変化と実証分析を中心とした研究の動向―

82



 
 

Gauthier and Hatzius (1997)は、1970－1990 年の OECD22 か国のクロスセクションデータを用いて、一子
世帯、二子世帯、三子世帯向け家族手当の水準が、それぞれ出生率に与える影響を動的な固定効果モデルによ
り分析した。その結果、家族手当は出生率に正で有意な効果を示し、効果（係数）は、二子世帯、三子世帯よ
りも一子世帯向けの手当で大きかった。また、二子世帯向けの手当を 25％増加させると、短期的には女性１人
当たり 0.01 人(約 0.6％)、長期的には 0.07 人(約 4％)の出生率(TFR)上昇をもたらすと推定された5。 

さらに、国によって効果が異なり、スカンジナビア諸国6では短期長期ともに一貫して大きな効果が示された
が、アングロサクソン系諸国7ではともに非有意であった。南欧諸国8では一子世帯向けの短期的効果のみが有意
に正で、大陸諸国9では、三子世帯向けで短期長期ともに有意な効果が確認された。これは、家族手当の水準が
現物給付など他の家族政策の水準と相関している可能性を示唆する、と説明している。 
 

D'Addio and Mira d'Ercole (2005)は、1980－99 年の OECD16 か国のパネルデータと、Gauthier and Hatzius 
(1997)の動的モデルを拡張したモデルにより、出生順位別に出生率に対する政策の影響を分析した。子供の直接費
用を軽減する政策として税、社会保障、手当を考慮している。PMG(pooled mean group)推定の結果によれば、子
供のいる世帯への支援（transfer）が10%変化すると、出生率(TFR)は1.12%変化することが示された。また、Gauthier 
and Hatzius (1997)との比較のため 1990 年について推定したところ、支援が 25％増加すると、長期的には出生率
は 3％上昇する、つまり、女性１人当たり 0.05 人の子供が増加することが示された（§3 や§4 の記述も参照）。 
 

Luci-Greulich and Thévenon(2013)は、1982－2007 年の OECD18 か国のパネルデータと、国・時間の二元固
定効果モデル(two-way fixed effect model)により、家族政策が出生力に与える影響を分析した。その結果、子供
１人当たり現金給付に対する政府支出割合（spending on cash benefits per child, 1 人当たり GDP に占める％）
が１％上昇すると、出生率(TFR)だけでなく、テンポ調整出生率(tempo-adjusted TFR)10にも、有意な正の効果が
示された（§3 や§4 の記述も参照）。 
 

Baizan, Arpino, and Delclòs (2016)は、2004－09 年の EU16 か国について、個人レベルデータと国レベルデータ
を併用したマルチレベル・ポアソンモデルによる分析の結果、高学歴女性に限って、家族手当は完結出生率と正の
相関があることを示した。 
 

Kalwij (2010)は、政府の家族関係支出(family policy expenditure)の変化が、出生率に与える影響を分析している。
1980－2003 年の欧州 16 か国における、個人レベル出生データ(fertility history)と OECD 社会支出データベース
(SOCH)の家族支出データを用いて、離散時間比例ハザードモデルにより、家族手当(family allowance)が第一子の
出産確率(probability of giving birth)などに与える影響を推定した。また、このモデルを利用したモンテカルロ・シ
ミュレーションも行っている。その結果、家族手当を 10％増額しても、出産時期や完結出生率に有意な影響を与
えないことが示された11。この結果について、家族手当は、子供の機会費用でなく、子供の直接費用を支援するため
ではないか、と説明している（§3 や§4 の記述も参照）。  

                                                      
5 この数字はさまざまな文献で引用されている。 
6 デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン。手厚い家族政策を特徴とする。 
7 オーストラリア、英国、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、米国。最低限の家族政策を特徴とする。 
8 ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペイン。 
9 オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、ルクセンブルク、オランダ、スイス。 
10 米国の人口学者ボンガーツとフィーニーが考案した指標で、調整合計特殊出生率(adjusted total fertility rate, ATFR)と同義。出生率
(TFR)の値を各出生順位の平均出生年齢の変化に応じて調整するもの。出産の先送り、前倒しがないときに本来あるべき出生率(TFR)の
水準を意味する (イミダス <https://imidas.jp/genre/detail/F-109-0045.html>, Bongaarts and Feeney 1998)。 

11 この分析では、扶養控除など税制を通じて世帯が受け取る経済的支援については考慮されていない。 
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2 国別分析(regular：定期的給付に関するもの) 
国別分析でも、経済的支援が弱いながらも出生率に正の影響を与えるという結論が一般的であるが、結果は複雑

で、出生順位などによって政策の影響が異なることを示している。政策が出生率に与える影響は、子供の数よりも
出産タイミングにある可能性が高いと結論づけるものもある12(表 3，表 8）。 
 
マクロデータ分析 

Ermisch(1988)は、年齢別・パリティ13別出生率データを用いて、英国で児童手当を手厚くすると、追加出産の確
率が高まると同時に、若い年齢での出産が促進されることを示した。また、必ずしも子供の数が増えるとは限らな
いことを示唆している。 
 

Whittington, Alm, and Peters (1990)は、1913－84年の米国について所得控除が出生率に与える影響を推定した。
その結果、所得控除による実質減税額(real tax value of the personal exemption)に対する総出生率14の弾性値
(elasticity)は 0.127－0.248 と小さいものの、一貫して正の有意な効果が示された。また、推定モデルのうち最も保
守的な係数を用いて 1986 年の税制改革法15の影響を推計したところ、出産年齢女性 1,000 人当たり 7.53 人の出生
数の増加（総出生率の 11％上昇）が見込まれるとした。 
 

Zhang, Quan, and Van Meerbergen(1994)は、1920 年代から 1990 年代にかけてカナダで導入された３つの政策
（所得控除、家族手当、税額控除）が出生率に与える影響について分析した結果、個々の政策は、いずれも有意に
正の効果を持つが、効果の大きさには差がなく、支援の種類(type)よりも手厚さ(generocity)に反応することが示唆
された。また、政策に対する出生率(TFR)の弾性値は 0.05－0.11 とかなり小さく、出生率を置換水準まで引き上げ
るには、家族手当なら 389 ドル(1988 年実績)から 1,982 ドルに引き上げる必要がある、と推定した。 
 

Gábos, Gál, and Kézdi (2009) は、1961－2006年のハンガリーの時系列データを用いて、子供関連の給付金 (child-
related benefits)16と年金が、出生率と出生順位に及ぼす効果を測定した。子供関連の給付金が１％増加すると、出
生率(TFR)が 0.2％上昇し、年金が１％増加すると、0.2％減少すると推定している。給付金の効果は出生順位に応
じて強くなる（表 2，第四子まで増加した後は低下する）。 
  

                                                      
12 Lutz and Skirbekk(2005)は、出産年齢の上昇による出生率低下効果（テンポ効果）に対処する必要性を指摘している。出産時期を早め、
出生率(TFR)を上昇させる可能性のある政策は、完結出生率にも正の効果を与える可能性があるとしている。 

13 既往出生児数。１人の女性が一定時点までに出産した子供の数。パリティ 0 は無子。パリティ 1 は子供１人。 
14 総出生率(general fertility rate, GFR)とは、再生産年齢(この研究では 15－44 歳)女性人口 1,000 人当たりの年間出生数。 
15 所得控除額を 1986 年の 1,080 ドルから 1989 年の 2,000 ドルに段階的に引き上げるとともに、限界税率引き下げも行われ、改革後には
所得控除による実質減税額は平均 15％増額された。 

16 家族手当（全期間）と税額軽減（1989－95 年までと 1999 年以降）が含まれ、16 歳未満とそれ以上で中等教育を受けているすべての子
供に支給される資格がある。また、数種類の出産手当金も含まれている。 

表2  出典：Gábos et al. (2009) 

ESRI Research Note No.66
少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ 

―結婚支援や不妊治療など社会動向の変化と実証分析を中心とした研究の動向―

84



 
 

この結果を踏まえ、ハンガリーの出生率(TFR)を 1.35(2006 年)から目標である 1.6(2025 年)に引き上げるには、
給付金を 93％増加させる必要がある、と結論づけている。 
  

表3  出典：Garuthier(2007)  p.15-16 Table 1から抜粋 
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表 4  出典：Laroque and Salanié (2014), p.329 

マイクロデータ分析 
フランス／手当、税制優遇 
フランスでは、1995年以降、出生数が増加した。これはこの時期に実施されたさまざまな家族政策と関連している。1994年 7

月には、育児親手当（Allocation Parentale d'Education, APE）の対象が第二子まで拡大された。APEは、新生児の両親のどちら
かが、過去 5年間のうち 2年間は仕事をしていたが、仕事をやめた場合、生後 3年間は毎月約 500ユーロが支給される、という
ものである。改革以前は３子以上の世帯が対象だった（§4育児休業）。 
 

Laroque and Salanié (2004)は、労働力調査の個票データを基にフランス人女性の労働参加と出産の共同構造
モデル(joint structural model)を推定・シミュレーションすることで、出生率と経済的インセンティブの関連性
を分析した。育児親手当(APE)の対象拡大の効果も推計している。 

その結果、経済的インセンティブは出生率を説明するうえで無視できない役割を果たしており、APE の対象
拡大の影響は、この時期の出生率上昇の 2 分の 1 から 4 分の 3 を説明する可能性があることが示された。また、
インセンティブに対する出生率の感度(sensitivity of fertility)は、第一子出産で最も高く、第三子以降ではゼロで
あった。この結果について、多くのカップルにとって、３人目を産むかどうかが限界的な決断であるとする通
説や直感と矛盾しており不可解、と説明している。 
 

一方、Laroque and Salanié (2014)は、経済的インセンティブの影響は第三子で最も強くなると結論づける。
この論文は、構造推定アプローチ17により、税制が出産に与える影響を分析している。1997 年、1998 年、1999
年の労働力調査の個票データと、税制優遇の詳細情報(detailed representation of tax–benefit system)18を用いて、
女性の労働参加と出産の離散選択モデルを推定した。その結果、フランスでは税制優遇による経済的インセン
ティブが、出産の意思決定(fertility decisions)に大きな影響を与えていることが示唆された。 

また、このモデルを用いて、既存の税制優遇に、月 150 ユーロの無条件の税額控除(child credit)を追加した
場合の出生率をシミュレートしている。その結果、出生率(birth rate )は、全体で 15.5％から 18.8％へと 3.3 ポ
イント上昇した19。出生順位別にみると、第三子で最も顕著であり(4.7 ポイント)、第一子、第二子の約２倍とな
っている。労働参加率は、49.1％から 48.6％へと 0.5 ポイント低下すると試算された（表 4 左側）。さらに、働
かないことを税額控除の条件とすると、出生率は全体で 2.2 ポイントの上昇と試算された（表 4 右側）。 
  

                                                      
17 識別戦略として、賃金を除いて似た特徴を持つ女性の出生結果を比較している。パートナーと同居している非移民女性を対象としてお
り、比較可能(comparable)な世帯間の賃金のばらつきが、給付や税額控除の総額にばらつきをもたらすことを利用する。 

18具体的には、フランスの税給付制度を表すマイクロシミュレーション・プログラムを作成し、任意の賃金と世帯の特徴に対応する家計の
可処分所得を計算している。フランスは、国内総生産（GDP）の約 1.9％を分配する、かなり手厚く多様な家族給付制度があり、無条件
のもの、所得制限のあるもの、就労条件のあるものがある。 

19 Laroque and Salanié (2005)は、1999 年のデータを用いて、月 500 ユーロの給付が出生率を 24％上昇させると推定している。Laroque 
and Salanié (2008)は、1998 年に月 150 ユーロの無条件の児童手当で出生率が約 14％上昇したと推定した。 
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フランス／家族係数制度“Quotient familial” 
20世紀初頭のフランスでは、所得分布の上位５％のみを対象に税金を徴収していた。また、1920年以降、未婚の納税者や子供

のいない夫婦への追加課税によって結婚や出産を奨励していた。 
第２次世界大戦後の 1945年には、課税所得を算出する際に、世帯収入を家族の規模を表す「家族係数(QF)」で割る家族係数制

度(Quotient familial, QF)が導入された（改革➀）。世帯収入をQFで割ると所得階層が低くなるため、裕福な家庭でも子供がたく
さんいれば、上位 5〜8％のみに課税される税制の対象からはずれることになる。出産や結婚に対する経済的インセンティブが大き
いことと、高所得世帯ほど有利となる逆進性が特徴である20。 
また、1950 年には子供のいない夫婦に対する税のペナルティが撤廃され（改革②）、1959 年には独身者に対する税のペナルテ

ィが撤廃された（改革③）。 
 

Chen(2011)は、この 3 つの大きな税制改革（上記改革➀～③）による変動（自然実験）を利用して、経済的
インセンティブが出産や結婚に与える影響について、差分の差分分析(DID)などにより分析した。その結果、
税制上の出産インセンティブによって世帯収入が１％上昇すると、平均 0.09 人の子供が増加し、少なくとも１
人の子供のいる世帯割合が 4％ポイント上昇すること、また、税制上の結婚インセンティブが世帯収入の 10％
増加すると、結婚している世帯の割合を 3％ポイント増加させることが示された。 

結果について、推定値には正のバイアスがかかっている可能性はあるものの、他の先進国と異なり、フラン
スで高所得世帯の出生率(fertility)が貧困世帯の出生率よりも高いのは、税制優遇措置が結婚と出産に影響を与
えている可能性がある、としている。 
 
フランスの所得税制度には、常に出生率を向上させるための家族対策が組み込まれており、膨大な予算21がつぎ込まれている。

1981年には家族係数制度(Quotient familial, QF)に所得キャップ（減税に上限）を設ける改革が行われた。当時は上限額が非常に
高かったため、低所得層には全く影響がなかった。1980年にはQFにおける第三子に対する優遇措置が拡大され、課税所得に算出
における第三子以降の加重が 0.5から 1.0に引き上げられた22。 

 
Landais(2003)は、この２つの改革による変動（自然実験）を利用して、経済的インセンティブが出生率に与

える影響を差分の差分分析(DID)により分析した。データは、フランスの所得税制度で作成された 1915 年から
1998 年までの年間所得集計を用いた。その結果、三子世帯への税還付を１％増やしても、第三子出産確率は
0.05％しか上昇しないことがわかった。また、第三子優遇措置に対する反応は、所得水準に応じて増加し、「超
高所得」世帯の方が、「高所得」世帯よりも優遇措置に対する出生率の弾力性がわずかに高かった。 

結論として、「経済的インセンティブ政策に対する出生率の弾力性は正であるようにみえるが、影響はきわめ
て小さい。しかし、5 年から 10 年程度の時間をかけてゆっくり広がっていくもの」(p.29)と説明している。ま
た、「２つの改革は『超高所得』世帯の出生率に影響を与えていない。第三子優遇政策のおかげで、３人目を産
むことでキャップポリシーから身を守ることができたのかもしれない。このポリシーミックスで、フランス政
府は、富裕層の出生率を悪化させることなく、45 億フランも節約できた（1982 年，所得上位１％の独自試算）」
(p.29)と報告している。 
  

                                                      
20 大戦後に導入された家族係数制度の枠組にも従前の結婚・出産へのインセンティブが残っていたようである。改革前（1945－50 年）は、
結婚から 3 年が経過した子供のいない夫婦の場合、世帯の家族係数は 2.0 でなく 1.5 とされていた。また、子供のいない単身世帯の場合、
改革（1959 年）以前は、最高限界税率に上乗せして課税されていた。 

21 1996 年には所得税の QF による減税額は、（配偶者への完全分配の効果を考慮しない場合）600 億フランとなる。 
22 改革後の家族係数は、成人が 1.0、子供は 2 人目まで 0.5、3 人目以降 1.0 とされており、子供が多いほど課税所得が小さくなる。子供が
いない世帯は 2.0、子供が 1 人いる世帯は 2.5、2 人の子供がいる世帯は 3.0、3 人の子供がいる世帯は 4.0 となる。また、QF による減税
は 15,900 フランが上限とされている。 

ESRI Research Note No.66
少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ 

―結婚支援や不妊治療など社会動向の変化と実証分析を中心とした研究の動向―

87



 
 

ドイツ／児童手当と所得控除 
ドイツでは、現金給付と所得控除(deduction)を組み合わせている。1996年に児童手当制度の改革が行われ、手当と控除が大幅

に引き上げられた。改革による増額幅は、世帯収入や子供数によって異なっており、手当か控除か、家計にとって有利な制度が適
用される「オプション・モデル」となった（改革の経緯については齋藤(2010)）。改革の効果は複雑で、一般的に、第一子では低所
得（低学歴）世帯への給付額が増加し(図 1)、第二子出産では、高所得（高学歴）世帯への給付額が増えた(図 2)23。 
 

Riphahn and Wiynck (2017)は、差分の差分分析（DID）により、改革が出生率に与える効果を分析した。1995
年から1999年のドイツMikrozensusの大規模サンプルと、1992年から1998年のドイツ社会経済パネル(SOEP)の
データを利用して、第一子出産と第二子出産に対する改革効果を区別した。第一子出産では低所得（低学歴）
世帯を治療群、第二子出産では高所得（高学歴）世帯を治療群としている24。 
 

 
その結果、Mikrozensusデータで、低所得世帯の第一子出産(propensity to have a first child)に対する改革の効

果はみられなかったが、高所得世帯の第二子出産(propensity to have a second child)には、出生率(birthrates)を
9.6％～22.6%上昇させる効果があることが示された。 

高所得層のみに正の効果が示されたことはMilligan (2005)と一致するが、一部の先行研究とは対照的に、児
童手当の一般的な出生効果は確認されなかった、と説明している。ドイツの家族政策は、現金給付にかたより
がちで、多くの予算を投入しているため、児童手当の増額が、低所得層の第一子出産に効果がなかったという
知見は重要である、と結論づけている。 
 

この論文の先行研究とされたHaan and Wrohlich(2011)は、2000年から2007年のSOEPデータを用いて、既婚
女性の雇用と出産の選択に関する動的な離散選択モデルを推定している（税、保育料、児童手当を考慮）。この
モデルによるシミュレーションの結果、３歳未満の子供に対する児童手当が20％増加すると、出生率(TFR)が
4.6％上昇することが確認された。また、その効果は、低学歴、東ドイツ在住、初産の女性で大きいことも示さ
れた（§4 も参照）。 
  

                                                      
23 図 1、図 2 について、横軸(gross income)は、世帯の年間総所得を、縦軸(net transfer)は、出産後に世帯が受け取る税控除、児童手当、
児童手当割増の合計額を示している。赤い縦線は、世帯の年間総所得の中央値を示している。図 1 で、所得 23,232 マルク以下の世帯で
は、児童手当は年間 1,650 マルクから 2,400 マルク、つまり、45%以上増額されている。 

24この論文の先行研究とされる Rainer et al. (2014)は、同じ改革について、差分の差分分析（DID）を用いて分析している。1992 年から
1998 年の SOEP データのみを利用し、改革の影響を強く受ける低所得世帯（低学歴世帯）を治療群としている。その結果、児童手当の
増額は母親の労働時間を減らしたため世帯所得は大きく変わらず、出生率への確定的効果は確認できなかったとしている。一方、児童手
当の増額は、税や社会保障費からの政府収入の減少という間接的コストを発生させる、と指摘している。 

図 2 出典：Riphahn and Wiynck (2017), p39 図 1 出典：Riphahn and Wiynck (2017), p38 
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ノルウェー（トロムス県北部自治体）／ひとり親家庭の優遇 
ノルウェーのトロムス県北部の自治体では、1989年から 1990年にかけて、児童手当と所得控除(tax deduction)を増額する改革

が実施された。1990年に普遍的な児童手当が年間約 3600クローネ、約 575米ドル(1990年レート)増額された。追加的な手当は
すでに生まれている子供にも支給されたため、所得効果を誘発するとともに、出生順位にかかわらず子供の直接費用が削減される
（表 5）。地方税減税は、改革地域の家計所得の外生的な増加となるため、出生率に対する所得効果を検証する機会となった。 
 

Galloway and Hart (2015)は、トロムス県北部自治体（治療群）で実施された地域的な改革25（児童手当と所得
控除の増額）が出生率に与える効果について分析した。改革によって引き起こされた世帯所得と子供の直接費
用(direct cost)の変動を利用して、隣接するトロムス県南部自治体を「対照群」とする差分の差分分析（DID）
などを行っている。改革効果の同定(identification)は、地域と年の固定効果を含む線形確率モデルに基づいてい
る。 

所得控除の増額は１人当たり 10,000 クローネ（その後 15,000 クローネに引き上げ）で、ひとり親はその 2
倍に拡大された。これは子供の数とは無関係に与えられるため、2 つのメカニズムを通じてひとり親の出生率
に影響を与える可能性がある。まず、子供のいない未婚女性にとって、控除の追加は第一子にかかる直接費用
の削減を意味する（価格効果）。また、シングルマザーの場合、控除は世帯所得を増加させる（所得効果）。 

分析の結果、一部の女性で第一子出産のタイミングが早まっていることが確認された。とくに、直接費用が
下がることで、20 代前半の未婚女性の第一子出産(妊娠)確率26が上昇することが示された。また、改革が 30 代
前半の女性の第三子の出産確率を上昇させ、労働供給をわずかに減少させることも確認された27。一方、所得効
果はほとんど見られなかった。 

この結果について、出産行動が子供の直接費用に敏感であることが示されており、ノルウェーでは直接費用
を下げることで平均出産年齢を低下させ、完結出生率を増やすことができるかもしれない、と説明している。
また、子供の直接費用を下げることで、未婚や不安定なカップル(less stable unions)の出産が増えるかもしれな
い、と指摘している28。 
 

  

                                                      
25 この改革は、地域の少子化に対応するものではなく、地域の高技能労働者の確保と定着、低技能労働者の労働市場の改善を目的としてい
た。ノルウェーには、国内遠隔地の人口水準を維持することを目的とした「地方政策」の伝統があると説明している。 

26 原文は、probability of having (conceived) children at least 1。 
27 カナダ（Milligan 2005）とイスラエル（Cohen et al. 2013）に関する先行研究で第三子出産に同様の効果が確認されていることから、結
論の外部妥当性は強化されていると説明している。 

28 ノルウェーでは、公的にカバーされた質の高い学校教育（大学まで）とほぼ無料で高品質の医療が提供されており、住宅価格も比較的低
いことから、1990 年頃のトロムスの子供の直接費用は他の西欧諸国に比べて比較的低かったとしている。 

表 5  出典：Galloway and Hart (2015),  p.12 
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スペイン／就労を条件とする税額控除 
スペインでは、2003年に所得税改革が行われた。児童扶養控除(child deduction)が大幅に増額されるとともに、３歳未満の子を

持つ母親に対する就労条件付き税額控除(tax credit)が導入された（表 6）。この改革によって、子供のいる全世帯の可処分所得が増
加したが、母親が就労している世帯ではより顕著であった（表 7）。改革は、母親の就労を維持しながら出生率を高めることを目
的としていたが、理論的には改革の効果は曖昧である。税額控除は、雇用促進を直接のターゲットにしているが、出生率を低下さ
せる可能性があり、児童扶養控除は、出生を促進する可能性があると同時に、雇用を阻害する可能性がある。 
 

【2003年の改革】 
＊児童扶養控除(deduction)が引き上げられ、第一子 1,400ユーロ、第二子 1,500ユーロ、第三子 2,200ユーロ、第四子以降

2,300ユーロとなった。 
＊3歳未満の子供の追加控除(supplements)は 1,200ユーロに増額され、3歳－16歳の子供の追加控除は廃止された。 
＊3歳未満の子供がいることと、母親の就労を条件とした新しい税額控除(tax credit)が導入された（1,200ユーロ）。 

 

 
Azmat and Gonzalez(2010)は、2003 年の改革が出生率と小さな子を持つ母親の雇用に与えた影響を、出生率

については回帰不連続デザイン(RDD)、労働供給については差分の差分分析（DID）を用いて分析した。 
その結果、出生率(proportion of women giving birth)は、5％（女性 1,000 人当たり 3 人）上昇し、３歳未満

の子を持つ母親の就労率も、2％上昇したことがわかった。この傾向は、低学歴・若年の女性でより強かった。
出生率に対する効果は、子供のいない女性で大きく(7％)、出産歴のある女性では有意な効果が見られなかった。 

表 7  出典：Azmat and Gonzalez(2010) p.490 Table 1から抜粋 

表6  出典：Azmat and Gonzalez(2010) p.500 
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さらに、2 つの改革要素の影響を分離するため、児童扶養控除が導入された 1999 年の改革29を用いた分析も
行っている。その結果、扶養控除は母親の雇用にマイナスの効果があることが示され、この改革がなければ、
2003 年の税額控除導入によって、雇用は最大５％、追加的に増加していた、と説明している。 

扶養控除の増額は、出産を促進する一方で就労率を低下させ、税額控除の導入は、扶養控除の出産促進効果
を強めると同時に就労率を上昇させる、という分析結果から、就労を条件とする税額控除は、就労と出産とい
う２つの政策目標を達成する効果的な方法であり、児童手当(universal child subsidies)などの政策につきものの
「就労とのトレードオフ」という課題を、部分的に克服する可能性がある、と結論づけている。 
  

                                                      
29 1999 年の改革では、税額控除(tax credit)は児童扶養控除(child deduction)に代わり、対応する税率を適用する前に、指定の金額を課税所
得から差し引く(控除する)ことになった。また、控除額も増額された。第一子と第二子はそれぞれ 1,200 ユーロ、第三子以降は 1,800 ユ
ーロの所得控除。さらに、3 歳未満の子供 1 人につき 300 ユーロ、3 歳以上 16 歳未満の子供 1 人につき 150 ユーロが追加で課税所得か
ら控除される。 

表8  出典：Bergsvik et al.(2019)  Table5から定期的給付(regular)を対象とした分析を抜粋。 
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英国／勤労家族税額控除 
英国では、1999年に、勤労家族税額控除(WFTC)が導入されるとともに、失業世帯など低所得世帯向けの経済的支援が強化され

た。1999年から 2003年にかけて、子供１人当たり の政府支出は実質的に 50%増加したが、これは過去 30年間で前例のない変
化であった30。追加支出のほとんどは、低所得世帯を対象としたものであった（図 3，図 4）。子供のいる世帯の最貧困層（下位 5
分の 1）が対象で、対象世帯の純所得が、子供１人の場合は約 10％、２人以上の場合は 12％以上も増加した。 
 

Brewer, Ratcliffe, and Smith (2012)は、この改革が主に低所得世帯を対象としていることを利用した差分の差
分分析(DID)を用いて、経済的インセンティブが出生率に与える影響について分析した。 

その結果、未婚女性については有意な影響は示されなかったが、既婚女性（in couple）の出生数(birth in the 
last 12month)を、約 15％上昇させることが示された。有意であるのは改革の翌年のみであり、改革は主に出生
時期に影響を与えたことが示唆された。また、経済的インセンティブに対する反応は、第一子出産（第三子出
産も）の方が、第二子出産よりも大きいことが示された。第二子の出産で反応が鈍い理由として、２人の子供
を持つことへの強い選好31があるためかもしれない、と説明している。 

結果について、（WFTC のような就労意欲向上を目的とする福祉改革の全体的な出生効果は、「福祉から就労
へ」という機会費用効果に相殺される可能性があり先験的にあいまいである、としつつ）改革の影響を最も受
けたグループにおいて、改革と同時に出生数が増加するなど、出生率は金銭的インセンティブに反応するとす
る先行研究の結果と一致しており、影響の大きさもこれまでの推定値と変わらない32、と結論づけている。 
  

                                                      
30 WFTC は、ファミリークレジット（FC）と呼ばれる既存の小規模な就労支援プログラムに代わるもので、はるかに手厚い。どちらも週
16 時間以上働く者に支給され、世帯収入が一定額を超えると先細りになる。FC や WFTC の年間支出は、1998－99 年から 2000－01 年
の間に 26 億 8,000 万ポンドから 48 億 1,000 万ポンドとほぼ倍増し、2002 年にはさらに 64 億 6,000 万ポンドに増加している。 

31 英国家計パネル調査（BHPS）のデータを用いて、出生意向と出産の関係を分析した Berrington(2004)によれば、第一子を持つ女性のほ
ぼ全員が第二子を希望している。このため、第一子や第三子出産の意思決定と比較して、第二子出産の意思決定は金銭的インセンティブ
の影響を受けにくい可能性がある、と説明されている(Brewer et al. 2012)。 

32 Whittington et al.(1990)は、米国における扶養控除額の変動が出生数と相関することを示し、その弾力性は 0.127－0.248 と推定された。
Whittington(1992)は、所得動態パネル調査のデータを用いて同様の関係を見出し、その弾力性は 0.23－1.31 と推定している。英国につ
いては、Ermisch(1988)が、（普遍的な）児童手当の支給額の大きさが、母親になるタイミングと、3 人目、4 人目の出産による家族規模
に影響を与えるとしている。また、子供手当の実質支給額を 2 倍にした場合の家族規模(family size)への影響は、住宅価格を 2 倍にした
場合の影響と同程度とシミュレーションしている。 

図 3  出典：Brewer et al. (2012) 
図 4  出典：Brewer et al. (2012) 
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イスラエル／多子世帯への支援 
イスラエルの児童手当(child subsidy)は、18歳未満の子供を持つすべての母親に非課税で支給される。支給額は18歳未満の子供

の数に応じて決まるが、とくに四子以降で手厚かった。2001年に多子世帯に対する手当が大幅に引き上げられたが、翌年には改革
前の水準に戻った。さらに、2003年６月以降に生まれた子供の手当は、出生順位にかかわらず同額となった。 
三子世帯の場合、2002年には子供が１人増えると、月640シェケル（約160米ドル、当時のイスラエルの平均世帯収入の約9％）

が追加支給されたが、2003年６月以降に生まれた場合は、追加支給額は月150シェケル（約34米ドル）と大幅に減額されることに
なった。二子世帯でも、2002年の316シェケルから150シェケルへと半減した(表 9)。 
 

 
 

Cohen, Dehejia, and Romanov (2013)は、1999年から2005年までの30万人以上のイスラエル人女性のパネル
データを用いて、2003年の改革（多子世帯が受け取る児童手当の減額）が、出生率に与える影響を分析した。
改革の影響が大きいのは三子以降であるため、２人以上の子を持つ女性を分析対象とし、「次に生まれる子供が
18歳になるまでに受け取る児童手当の割引現在価値」を説明変数としている。 

その結果、児童手当が150シェケル減額されると、妊娠確率(probability of pregnancy)が、10.3％から0.99％
ポイント(9.6％)減少することが示された（表 10）。多子世帯に対する手当の削減は、すべてのサブグループ（宗
教、民族、所得、年齢）で出生減につながっていた。ただし、比較的所得の高い層と、出産に強い規範意識を
持つ超正統派の層で弱い。出産を先送りできない35歳以上の女性にも効果が見られたことから、この効果は、
出産時期だけでなく、少なくとも部分的には、出生率(TFR)に対する効果であることを示唆する、と説明して
いる。 
  

表 9  出典：Cohen et al.(2013) 

表 10  出典：Cohen et al.(2013) 
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さらに、出生率の、子供の費用(price of children)33、手当(benefit)、所得(income)に対する弾性値をそれぞれ
算出している。その結果、出生率に対する所得効果は価格効果よりも小さく、低所得層では負の、高所得層で
は正の所得効果が示された（表11）。 

出生率が子供の費用(price)の変化に対して非弾力的であるという結果は、ベッカーの出生率理論と一致して
おり、所得効果が小さいという結果は、先行研究と一致する、と説明している34。 

出生率に影響を与えようと考える政府にとって、追加的な子供にかかる費用を減らすような政策は、効果的
手段となりうるが、世帯所得を増やすような政策は、有意な影響を与えない、と結論づけている。 
 

  

                                                      
33 子供の養育費用＋逸失利益。養育費用は、イスラエル国立保険研究所 National Insurance Institute の子供の限界費用に関する集計を使っ
て計算。第一子で月 980 シェケル、第二子 900、第三子 850、第四子 800、第五子以降で月 770 シェケルと推定される。食料、衣料、履
物、住居に至るまで、子供にかかるすべてのモノとサービスの費用が含まれる。 

34 表 11 の左から一列目には、価格、手当、所得の弾性値について、先行研究の結果も示されている。 

表11  出典：Cohen et al.(2013) 
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3 国別分析(bonus：一時的給付に関するもの) 
定期的な給付とは別に、出産時にベビーボーナスなど一時的な給付を行う国もある。手厚いボーナスを導入

したオーストラリア、カナダのケベック州、スペイン、イタリアでは、出産時期や出生率にプラスの影響を与
えている（表 16 ほか）。しかし、高いコストがかかることもあり、いずれも中止されている。 
 
カナダ（ケベック州） 
ケベック州では、1988年に新生児手当(Allowance for Newborn Children, ANC)が導入された。第一子、第二子の出産時には 500

カナダドル（400米ドル以上）、三子以降には 375カナダドルが四半期ごとに８回支払われた。その後増額され、プログラム終了
年の 1997年には、第二子に 1,000カナダドル(２回に分割）、三子以降には 8,000カナダドル（四半期ごとに 20回に分割）が支給
された（表 12）。ケベック州に居住していることのみが条件で、就労状況や所得、婚姻に関係なく受給できた。 

 

 
Milligan(2005)は、新生児手当(ANC)が出生率に与える影響について、国勢調査の公開版から得られた人口

動態統計とマイクロデータを用いて分析を行った。時間と管轄区域に加えてパリティによって治療群と対照群
を形成できるため、識別に三重差分推定(DDD)を用いた。ANCの利点として、インセンティブの規模(magnitude)
が大きく35、他の公的給付とも関連がないため行動変化との因果関係が明確になること、給付対象が幅広いため
反応の異質性を詳細に分析することができること、などをあげている。 

分析の結果、ANC 対象世帯の出生率(probability of having child)は、全体で 12％、最大給付が受けられる三
子以降で 25％上昇することが示された。また、初年度給付額が 1,000 カナダドル追加されると出生率が 16.9％
上昇し、出生率の給付弾性値は 0.107 となることも推計された。さらに、ANC への反応は高所得世帯でより強
くなることも確認された。結論として、ANC の影響が一過性のものである可能性に言及しつつ、ケベック州と
それ以外の地域の平均子供数の差が縮小したこと36などから、完結出生率への影響を示唆する、と説明している。 
 

Kim(2014)は、ANC は 10 年間継続したため、出生率に与える影響は年齢層（コホート）によって出生率へ
の影響は異なると考えた。Milligan(2005)の分析をベースに、世帯レベルの国勢調査データを用いて ANC の年
齢層別インパクトを分析するとともに、1934 年から 1962 年に生まれたコホートの完結出生率データを用いて
ANC が完結出生率に与えた影響を評価した。識別は差分の差分分析（DID）による。 

                                                      
35 ANC がインセンティブとして大きかったのかを検討するため、Milligan(2005)は、Phipps(1998)が推定した等価尺度を参照している。
子供のコストを「家計が出産前の効用水準に戻るために必要な追加収入」で測定している（ふたり親家庭の等価尺度は、第一子 1.155、
第二子 1.279、第三子 1.383）。労働供給減少によって生じる機会費用は除外されている。これを平均世帯収入 51,191 カナダドル(1996 国
勢調査)に適用すると、第一子に 7,935 カナダドル、第二子に 6,348 カナダドル、第三子に 5,324 カナダドルがかかる計算となる。 

36 25 歳から 34 歳までの女性の平均子供数(1991 年)は、ケベック州で 1.097 人、ケベック州以外で 1.220 人（差は 0.124 人）。1996 年に
は、ケベック州では 1.132 人に増加し、ケベック州以外では 1.187 人に減少した（差は 0.054 人）。 

表 12  出典：Milligan(2005), p.54 
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その結果、出生率に対する ANC のインパクトは年齢が上がるにつれて減少すること、ANC は完結出生率に
有意な影響を与えないことが示された。この結果について、ANCは完結出生率を上昇させるほどの額ではなく、
出産時期を早めただけかもしれない、と結論づけている37。 
 

Ang (2015)は、1980 年代後半にケベック州のみで導入された ANC をはじめとする現金給付型の出産促進策
(fertility incentives)38について、出生率や労働供給に与える効果を差分の差分分析（DID）によって分析した。
1986 年、1991 年、1996 年の国勢調査のマスターファイルを用いており、Milligan(2005)よりデータは充実し
ている。あわせて手厚い育児休業給付(ケベック州親保険制度、QPIP)による効果も分析している。 

その結果、現金給付型では、出生率(probability of having child)の 1.72％上昇が確認され、影響は第一子出産
に集中していた。25 歳から 40 歳までの女性労働力率の 0.8％ポイントの低下も示された。QPIP では、出生率
は 23.5％上昇し、影響は第二子以降で強かった。労働力率は 1.5％ポイント上昇した。費用対効果分析も行っ
ており、追加出生１人当たり のコストは 2008 年レートで 223,625 カナダドル（QPIP では 15,828 カナダド
ル）と推計された。 
 

Malak, Rahman, and Yip(2019)は、Milligan(2005)の分析をベースに、1986 年、1991 年、1996 年の国勢調
査非識別化ファイルを用いて39

、ANC に対する反応の異質性や、兄弟姉妹の構成などに与える影響を検証した。
また、先行研究ではデータ不足で不可能であった「ANC の影響を受けたコホートの完結出生率」について、機
密版の出生動態統計(1974－2011)40と国勢調査(1991,2001)を用いて初めて計算、分析した。 

その結果、三子以降の出生率(probability of having child)が大きく上昇していた(表 13,PanelＡ)。これは、ANC
の出生順位による異質性、三子以降のインセンティブの大きさを反映している。とくに、娘２人よりも、息子
２人あるいは「息子１人と娘１人」世帯で ANC の効果が大きかった。これは、親の性別選好を緩和した可能
性を示唆している。 

また、表 13 の PanelＤは、所得階級別の推定結果を示している。中間所得層（40,000－59,999 カナダドル）
の反応が最も大きく、出生率が 13.6％上昇している。 

  

                                                      
37 Parent and Wang(2007)は、1970 年代半ばのケベック州の家族手当について、短期的に強い影響を示す一方、コホートを追跡すると完
結出生率には影響がないとした。インセンティブが十分な大きさであることの重要性も強調している(Malak et al. 2019)。 

38 5 歳以下の子を持つ世帯に毎年支給される“availability allowance”や扶養控除の導入などを考慮している。 
39 正確な出生年が把握できる。また、機密ファイルはサンプルが大きいため異質な効果を十分に検証することが可能になる。 
40 出生州や母親の年齢、パリティといった重要指標が利用でき、各年齢の TFR も利用ができる。 

表 13  出典：Malak et al.(2019),  p.1222 
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表 14 は、女性の教育水準別の推定結果を示
している。高学歴になるほど ANC に対する反
応が大きく、修士号以上の学位を持つ女性で出
生率が 15.2％上昇している。 

さらに、ANC の影響を受けたコホートについ
て、15―39 歳の完結出生率(completed fertility)
が上昇していることが確認された。 

表 15 のパネル A は、世帯の総子供数を被説
明変数とする線形モデルの推定結果である。
ANC によって総子供数が有意に2.4％増加する
ことが示された。 

表 15 のパネル B は、ANC が最終子供数に
どのような影響を与えるかを示すプロビットモデ
ルの推定結果である。ANC の効果は、一子世帯
となる確率には統計的に有意でなく、二子世帯と
なる確率には負の影響を示す。これは、二子世帯
は三子世帯に移行するインセンティブが大きいた
めである、と説明している。 

一方、三子以上の世帯となる確率は、10.2％上
昇することが示されており、ANC が最終子供数
に与える影響の大きさが確認された。 

結論として、戦略的に正しく構成された出生促
進政策(pro-natalist policies)は、費用を抑えなが
ら出生率を向上させると同時に、子供の性別選好
や教育水準による出生率格差を緩和することもで
きる、としている。 

 
 
 
 
  

表 14  出典：Malak et al. (2019),  p.1223 

表 15  出典：Malak et al. (2019),  p.1227 

表16  出典：Bergsvik et al.(2019), Table5から一時的給付(bonus)を対象とした分析を抜粋。 
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オーストラリア 
オーストラリアでは、ケベック州と同様の普遍的なベビーボーナス制度41が、同国出生率が記録的な低水準に達した直後の 2004

年 5月に創設され、10年後の 2014年に廃止された。この制度では、一度だけ 3,000豪ドル（当時約 2,200米ドル）が支給され、
2006年には 4,000豪ドル、2008年には 5,000豪ドルに増額された。 
 

Drago, Sawyer, Shreffler, Warren, and Wooden (2011）は、「オーストラリア家計・所得・労働動態調査」の
家計パネルデータと連立方程式の手法42を用いて、ベビーボーナスが出産意向 (intention)と出生率に与える影響
を分析した。 

その結果、オーストラリアのベビーボーナスは、出生意向と出生率の両方に、小さいながらも正の有意な効
果をもたらすことが示された（出生率が 3.17％上昇）。この効果は、第二子の出産意向に最も大きな影響を与え
ることが示されており、おそらく三子以降ではより強い影響がある、と説明している。また、費用対効果分析
も行っており、追加出生にともなう政府の限界費用は、１人当たり少なくとも 126,000 豪ドル（90,000 米ドル
以上）と推定された43。 
 

一方、Parr and Guest (2011)によれば、大規模縦断調査（HILDA）のデータとマルチレベルロジスティック
回帰を用いて出生率上昇への効果を分析したところ、ベビーボーナスには有意な効果が確認されなかったとい
う。さらに、Gans and Leigh(2009)は、予想外の負の効果をもたらす可能性を示している。ボーナス導入前後
の 28 日間を比較したところ、2004 年 6 月が予定日であった出産の約 46％(1,170 件)が、7 月上旬にずれ込ん
だとしている。また、出産の大半が帝王切開や誘発法を延期することで変更されていたため、新生児の健康に
影響を与えた可能性がある、としている。 
 
イタリア（フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州） 
ベビーボーナスは、理論的には、出産や妊娠中絶の意思決定に影響を与え、とくに、貧困層や低学歴層など一部のサブグループ

に強く影響を与える可能性がある。この仮説を検証するため、Boccuzzo, Caltabiano, Dall Zuana, and Loghi (2008)は、2000年 1
月１日にイタリア北東部のフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州（FVG）で導入されたベビーボーナスの影響を分析した。州政府
は、第二子出産には 3,000ユーロ、三子以降には 4,600ユーロを支給した44。イタリア国籍・既婚・収入が一定基準以下の女性のみ
が対象とされた。収入基準はかなり高かった。2004年 1月 1日に支給額と所得上限が大幅に引き下げられた。 
 

Boccuzzo et al.(2008)は、差分の差分分析(DID)に基づくグラフ解析(graphical analysis)や、対数線形モデル
やロジスティックモデルによる多変量解析(multivariate analysis)を用いて、ボーナスが出産や中絶の選択に与え
る影響の大きさや、影響が出生順位や教育水準によってどう変化するかを検証した45。イタリアでは所得と教育
の相関が非常に強く、ボーナスは所得に中立なので影響は低所得世帯でより強くなると予想した。 

その結果、ボーナスは、とくに 2 人以上の子を持つ低学歴女性の出産増に寄与する可能性が示された。この
ような女性は比較的少ないので、全体に与える影響は小さい。出生数に対する効果は、全体で 2－3％程度とな
っている（三子以降では約 20％以上）。この効果は出産時期を早めた可能性もあるが、分析対象となったコホ
ートの完結出生率が確定するまで結論は出ない、と説明している。 

                                                      
41 オーストラリアのベビーボーナスは、2 歳までの子供を出産または養子縁組した家庭に、3,000 豪ドルを一括支給する。世帯の収入、母
親の雇用形態、既存の子供数に関わらず支給される。また、課税対象にはならなかった。 

42 出産意向を内生変数とし、ボーナスを出産意向の識別手段として出生数を予測するプロビットモデルの最尤推定を行う。言い換えるとボ
ーナスが線形回帰で出産意向を予測し、出産意向が二項プロビット回帰で出生数を予測する 2 方程式モデルであると説明している。 

43 Sinclair, Boymal and De Silva (2012)は、同様の研究で、追加出生の費用を１人当たり 43,000 豪ドルと推定している。 
44 2000 年から 2003 年までの 4 年間。2004 年 1 月 1 日から FVG 新政府は、ボーナス額と所得上限を大幅に引き下げた。 
45 具体的には、ボーナスの有無により治療群と対照群に分けて、出生率と中絶率の推移を比較し、差分を評価する。対数線形モデルによ
り、時間、パリティ、婚姻状況、教育の間の相互作用が統計的に有意であるかを推定する、と説明している。 
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一方、２人以上の子を持つ低学歴女性の中絶率(ratio of abortions to births)を大幅に低下させたことも確認さ
れた。この女性たちは出産を延期するためでなく、総出産数を制限するために中絶を利用していたと考えられ
るため、ボーナスは、出産時期ではなく、出産数（完結出生率）に影響を与えたと考えられる（図 5）。 

 
この結果について、FVG では過去 30 年間、希望出生率と出生率(TFR)の間に隔たりがあり、とくに貧しい

カップルで顕著であるとして、出産の意思決定は複雑かつ多様であり、経済的理由は既に１人か２人の子を持
つ貧しいカップルにとって重要であると説明している。また、一般的に、育児の直接費用の削減はイタリアの
低所得層の女性を経済的制約から解放し、出生率を高めるのに有効である、と結論づけている。 
 
スペイン 
スペインでもイタリアと同様の結果が得られている。2007年 7月 3日、スペイン大統領は演説の中で、新たに普遍的で手厚い

ベビーボーナスの導入を発表した。出産直後の母親に支払われるもので、7月1日以降に出産したすべての母親が受給資格を得た。
給付金は 2,500ユーロ（約 3,800米ドル）で、フルタイム労働者の月額最低賃金のほぼ 4.5倍が一括で支払われた46。2007年 11月
下旬には、最初の“Baby-Checks”（メディアでの呼称）が支払われた。2010年 5月には予算削減の一環として廃止された（2011
年 1月の出生児から適用）。 
 

González(2013)は、このボーナスが、出生行動や就労、消費行動、保育利用など家庭生活に与える影響につ
いて、回帰不連続デザイン(RDD)や補足的に差分の差分分析(DID)を用いて分析している。この改革は発表後
すぐに実施され、受給資格は急激にカットオフされたため RDD に適しているとする。 

その結果、ボーナス発表直後から妊娠数は（正の）ジャンプを示し、中絶発生率(incidence of abortions)も離
散的な低下が確認されており、年間出生数を少なくとも 5％増加させたことが示唆されるとした47。 

また、受給資格のある母親は、産後１年間に仕事から離れる時間が長くなり、子供の保育所入所期間が短縮
されたことが示されたが、出産翌年の世帯の全体支出や子供関連支出に有意な変化は見られなかった。 

結果について、RDDにより家族手当や児童手当の効果に関する既存研究と比べて信頼性の高い因果関係の同
定が可能となった、と評価している。  
  

                                                      
46 スペインのフルタイム最低賃金は 570.6 ユーロで、働く女性の約 20％が最低賃金以下で働いている(2007 年)。低賃金フルタイム労働者
の場合、このボーナスは 4.4 か月分の給与に相当する。女性の月収中央値(約 1,190 ユーロ)の 2 倍以上になる(González 2013)。 

47 妊娠数は有意に増加し、中絶発生率は小さいながらも有意に減少している（季節性を除去した仕様でそれぞれ５％程度）。 

図5 出典：Boccuzzo et al. (2008) 
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4 まとめ 
子供のいる世帯への経済的支援は、理論的には、世帯収入を高め（所得効果）、現在および将来の子供にかか

る費用を削減する（価格効果）ことによって、出生率に正の効果をもたらすと考えられる。 
文献では、おおむね正の効果が示されているが、結果は複雑である（別表参照）。主な知見は以下のとおり。 

 

➣出生順位による異質性 
・政策効果は出生順位によって異なるが、結果は収束していない。Gauthier and Hatzius(1997)では第一子出産に与
える影響が二子以降より大きいことが示唆されたが、国によっては逆の結果となった。Brewer et al.(2012)やAzmat 
and Gonzalez(2010)でも第一子出産がより大きく反応した。一方、Gábos et al.(2009)やLaroque and Salanie(2014)
では出生順位が上がるほど反応が強くなった。 

・支援の大きさが出生順位によって異なる場合、設定されたインセンティブに沿った出生行動が示された。Boccuzzo 
et al. (2008)では、第二子(ボーナス 3,000ユーロ)よりも三子以降(同 4,600ユーロ)で強く反応し、第一子(ボーナ
スなし)では反応しなかった。支援の重点化が、出生促進や前倒しにつながる可能性がある。 

 

➣多子世帯支援、出産タイミングの重要性 
・フランスの家族政策は第三子出産に重点が置かれており、多子世帯ほど支援が手厚くなっている。西欧では三子以
上の出生数と完結出生率に密接な相関が確認されており、多子世帯を支援する政策は十分合理的といえる48。 

・第三子出産確率に最も影響を与える変数は「第二子出産時の年齢」と「第一子と第二子の間隔」であり、女性の雇
用増加は逆効果である。出産時期を早める政策や、出産間隔を狭める政策には一定の合理性がある49。 

 

➣所得階層や年齢による異質性 
・経済的支援の効果は、通常、支援の相対的な価値が高い低学歴者、低所得者、若年齢、ひとり親、失業者の出生率
に大きな影響を与える（低所得層など要支援世帯への support効果）。 

・例外はフランス。また、カナダのケベック州で多子出産のインセンティブに最も反応したのは中間所得層であった。
出産時期の前倒し反応も確認されている（中高所得層への incentive効果）。 

 
 

文献では、推定される効果がかなり限定的であることや、その要因について指摘されている。 
 
➣政策の影響は長期的にしか表れない 
・Gauthier and Hatzius (1997)は、政策の影響が短期より長期で強かったことから、遅延の存在を指摘している。ま
ず、生物学的制約として妊娠・出産に最低９か月必要であり、これは年齢が上がるほど長期化する。また、妊娠前
にも出産の意思決定やパートナーの同意に一定の時間が必要である。不妊の可能性もある。 

 

➣質と量のトレードオフ 
・推定された効果が小さい理由のひとつとして、親は、追加の経済的支援を、子供を増やすことにではなく、すでに
生まれている子供の物質的・教育的福祉の向上に投資する可能性がある50。 

・この効果は「低所得者の第一子出産」には影響しないと考えられるため、経済的支援の有効性が期待できる。 
  

                                                      
48 Breton and Prioux(2005)は、欧州 11 か国の 1960 年生まれコホートについて分析し、フランスの高い出生率(2.12 人)は三子以上出生数
の寄与(0.5 人)が大きいとする。1970 年代以降のフランスについて第三子へのパリティ拡大率の変化を調べ、第三子出産の要因分析を行
っている。1980 年の QF 拡大や 1985 年の育児親手当（APE）創設などの優遇策は、出産時期等に影響して第三子出産確率の維持、向上
に役立った可能性があるという。 

49 Breton and Prioux(2005)は、出生率維持には第三子出産への人びとの希望(desire)が重要であり、多子世帯支援策はそうした希望を育む
のに役立つとしつつ、支援策は女性の労働参加率上昇を考慮する必要がある、と結論づけている。 

50 このような効果は現金給付が子供の健康を改善することを示す研究によって示されている（Bergsvik et al. 2020）。 
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➣量の不足  
・経済的支援が出産に強い影響を与えないのは、子供にかかる費用のごく一部しかカバーしていないためである。支
援が影響を与えるのは、一定の閾値以上の場合である可能性がある。カナダのケベック州やフランスのように支援
が手厚い地域では、出生率への影響が明確で強い51。ただし、多大なコストがかかる。 

・経済的支援は子供の直接的費用を部分的に相殺するが、就労しないことで発生する間接的費用（逸失賃金、機会費
用）に比べればはるかに低いものである。 
⇒経済的支援が多額である場合には、出生率を増加させる。 

 

➣女性の労働参加とのトレードオフ 
・経済的支援が手厚い場合、とくに、子供が多く、教育水準や就労経験、スキルレベルが高くない女性に、有償労働
の阻害要因として作用する可能性がある。 

・税制上の措置であれば、有償労働の阻害要因となる可能性は低くなる一方、所得控除や税額控除の場合、負の代替
効果（労働意欲を喚起）をもたらし、潜在出生率を低下させる可能性がある（Azmat and Gonzalez 2010）。 

 
 

国立社会保障・人口問題研究所の調査結果52によれば、「夫婦が理想の子ども数を持たない理由（複数回答）」
として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」をあげた割合は、理想が２人以上（予定が１人）の人で43.8％、
理想が３人以上（予定が２人以上）の人で 69.8％となっている。格差社会の問題も深刻になっており、経済的
支援には一定のニーズが見込まれる。次に多い理由は「高年齢で生むのはいやだから」で、それぞれ 39.0％、
42.4％となっている。経済的支援は、出産先送りをふせぐ観点から有用であると思われる。 

限られた財源で、効果的な支援を実施するため、立案にあたって次の 3 点について、戦略的に検討する必要
がある。➀インセンティブの対象（年齢、所得階層、子供数、就労状況、家族形態など）、②インセンティブの
閾値（金額、期間、子育て費用や機会費用に与えるインパクトなど）、③手法の効率性と利便性53（給付か控除か、
定期か一時金か、申請方法等）である。 

検討にあたって、一部文献で参照された「子育て費用」や「出産・育児の機会費用」の算出による基礎デー
タの作成と継続的な検証・更新が有用と考えられる。また、短期的効果だけでなく長期的効果も検証できるよ
う、行政が保有する非識別個人データの長期保存や利用促進が必要と考えられる。さらに、経済的支援が出生
行動に影響を与えるには、施策ごとのインパクトだけでなく、手当、税、現物給付などのトータルで家計にど
の程度インパクトを与えるのか、「支援の見える化」も必要と考えられる54。 
  

                                                      
51 Thévenon and Gauthier (2011)によれば、フランスでは、子供にかかる直接的な費用をカバーする給付金は、税還付による割合が圧倒的
に大きい。所得水準に応じて給付額が大きくなるため、裕福な世帯に有意な影響を与える傾向がある。つまり、給付額が子供を持つこと
を決定する要因となる閾値を超えている。 

52 国立社会保障・人口問題研究所「2015 年社会保障・人口問題基本調査」(第 15 回出生動向基本調査)。 
53 効率性は行政コストや事務負担軽減、利便性は受け手の負担軽減。 
54 少子化対策推進会議における議論を参照した<https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/promote/senmon1_6.html>。 

ESRI Research Note No.66
少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ 

―結婚支援や不妊治療など社会動向の変化と実証分析を中心とした研究の動向―

101



⾦額等

出⽣順位
➀：第⼀⼦
②：第⼆⼦
③：第三⼦
④：第四⼦

その他 所得 就労 婚姻 出⽣率への効果
効果の異質性
サブグループ

その他

フランス
（⼿当）

⽉500ユーロ
給付対象を
第⼆⼦に拡⼤

育児親⼿当
⾮就労の親

― ○ ― 出⽣率上昇⽰唆
第⼀⼦で強い
三⼦以降でゼロ

・初産のincentiveにもなっている
・三⼦以降に追加的incentiveがない

Laroque and
Salanie(2004)

フランス
（⼿当）

⽉150ユーロ ―
児童⼿当の
追加

― ― ―
出⽣率上昇
15.5％⇒18.8％
3.3％ﾎﾟｲﾝﾄ＋

第三⼦で強い
(4.7％ﾎﾟｲﾝﾄ＋)

⾮就労を受給条件にすると
出⽣率上昇幅は2.2％ﾎﾟｲﾝﾄに減少

Laroque and
Salanie(2014)

家族係数制度(QF)
の導⼊

⼦供数が多い
ほど減税

富裕層対象 ○ ― ―
⼦のいる世帯割合
4％ﾎﾟｲﾝﾄ＋

⾼所得層のみ ・超⾼所得層でincentiveに反応 Chen (2011)

所得上限の設定 第三⼦のみ優遇 富裕層対象 ○ ― ―
給付弾⼒性
0.05％＋

富裕層の中でも所得⽔準
が⾼いほど強い

・⾼所得層ほどincentiveに反応 Landais (2003)

ドイツ
（⼿当と所得控除）

低所得層は児童⼿当
それ以外は所得控除

①低所得層で増額
②⾼所得層で増額

従前は所得
に連動した
児童⼿当

― ― ○ ⾮有意

⾼所得層の第⼆⼦で+
(9.6%〜22.7％)
低所得層の第⼀⼦で
⾮有意

・⾼所得層でincentiveに反応
・低所得層の第⼀⼦の場合、⽀援の⼤き
さが「閾値」に届いていない可能性

Riphahn and
Wiynck(2017)

ノルウェー
トロムス県北部⾃治体
（⼿当と所得控除）

3,600クローネ
(約575⽶ドル)
＋所得控除

―
ひとり親世
帯は２倍

― ― ― 出⽣率上昇⽰唆

20代前半・未婚⼥性の
第⼀⼦で＋
30代前半⼥性の
第三⼦で＋

30代前半⼥性の労働供給わずかに減少
・若年層、未婚⼥性は⽐較的低所得
・低所得層のsupportとして機能

Galloway and
Hart (2015)

スペイン
(所得控除と税額控除)

所得控除の⼤幅増額
＋税額控除1,200ﾕｰﾛ

所得控除額(ﾕｰﾛ)
①2,600  ②2,700
③3,400  ④3,500
(3歳未満児）

税額控除は
３歳未満児
就労⺟のみ

― ○ ―
出⽣率5%＋
第⼀⼦では7％＋
⼆⼦以降で⾮有意

低学歴・若年⼥性
で強い

３歳未満児の⺟親の就労率２％上昇
・若年層・低学歴は⽐較的低所得
・低所得層のsupportとして機能

Azmat and
Gonzalez (2010)

英国
(勤労家族税額控除等)

純所得が約10％〜
12％以上増加

―
低所得層向
け⽀援

○ ○ ―

既婚⼥性では出⽣率
約15％＋
未婚⼥性は⾮有意
第⼀⼦＞第⼆⼦

最貧困層のみ
下位５分の1

・低所得層のsupportとして機能
Brewer et al.
(2012)

イスラエル
（⼿当）

児童⼿当の
⼤幅減額

― ― ―
⼆⼦以上の世帯では
出⽣率9.6％低下

効果は
貧困層＞中間層＞富裕層

給付弾⼒性0.176（第三⼦で0.192)
・低所得層のsupportとして機能

Cohen et al.
(2013)

出⽣率12％＋
三⼦以降で25％＋

⾼所得層でより強い 第三⼦の給付弾性率0.107
Milligan(2005),
Kim (2014)

出⽣率わずかに上昇 第⼀⼦に集中  ⼥性の労働供給減少 Ang (2015)

三⼦以降で⼤きく上
昇⇒完結出⽣率上昇
を⽰唆

中間所得層、⾼学歴⼥性
で強い

・中間所得層でもincentiveに反応
・低所得層でもsupportとして機能
・出⽣率の教育格差等の可能性あり

Malak et al.
(2019)

― ― ― 3.17%＋ ⼆⼦以降で強い ―
Drago et al.
(2011)

― ― ― ⾮有意 ― ―
Parr and Guest
(2011)

イタリア
FVG州

4年間 ○ ― ○
出⽣率2-3%＋
三⼦以降では
20％以上＋

⼆⼦世帯の低学歴(低所
得)の⼥性で強い

⼆⼦以上の低学歴（低所得）⼥性の中絶
率が⼤幅に低下
・多⼦incentiveとして機能
・低所得層のsupportとしても機能

Boccuzzo et al.
(2008)

スペイン 2,500ユーロ ― 約3年間 ― ― ― 出⽣率約6%＋ ―
中絶率が⼩幅ながら有意に低下
・低所得層のsupportとして機能
・出産後⺟親が仕事から離れる時間＋

Gonzalez (2013)

＊表にまとめるため内容を簡略化していることに留意。

フランス
(課税ベース引き下げ)

regular

 ➀ほぼ変化なし
 ②⽉150シェケル（34⽶ドル)減額
 ③⽉490シェケル（126⽶ドル）減額

 【 別表 】

⽂献
国

地域

経済的⽀援の概要 受給条件 分析の結果

bonus

三⼦以降を優遇
 ①500カナダドル
 ②500カナダドル
       ⇒1,000カナダドル
 ③3,000カナダドル
       ⇒8,000カナダドル
       (約2,400⽶ドル)

 ①なし
 ②3,000ユーロ
 ③4,600ユーロ

― ― ―

オーストラリア

3,000豪ドル(2004)
(約2,200⽶ドル)
4,000豪ドル(2006)
5,000豪ドル(2008)

― 10年間

10年間
カナダ

ケベック州
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